
認定こども園の整備・運営事業者の募集について

事業の概要

本市の公立保育所は令和元年５月２７日に策定した「公立保育所民営化方針」に基づき、段階的に
民営化することとしており、令和２年度から栄町保育所と幌別東保育所の２保育所の運営委託を行っ
ているところです。
本事業は、同方針に基づき、栄町保育所の民営化を進めるにあたり、新たに民設民営による認定こ

ども園を整備することとし、その整備・運営事業者を募集するものです。

●整備地

●栄町保育所

整備地
(約3,500㎡)

（１）整備する施設
幼保連携型認定こども園

（２）利用定員
保育 ９０人 教育 ２０人以内

（３）整備地
登別市新生町３丁目１３番１のうち

（４）整備地の面積
約３，５００㎡

（５）整備・運営事業者
市内に事業所を有する社会福祉法人または
学校法人

１ 整備する認定こども園の概要

２ 事業のスケジュール（案）

令和４年
８月下旬 募集要項の公表（プロポーザル方式）

９月下旬 提案書の提出
10月中旬 プレゼンテーション・選定委員会
10月末 整備・運営事業者の決定
11月以降 子ども・子育て会議、地域説明会

令和５年
５月頃 施設整備事業の着手

令和６年
４月 新たな認定こども園の開園
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認定こども園の整備・運営事業者の募集について

１ 国の制度に基づく支援（国庫補助）

幼保連携型認定こども園の整備にあたっては、保育を実施する部分については、厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」、教育を実施する部分については、
文部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」の制度に基づき補助金を交付します。
この補助金は、国が補助基準額の１／２、市が１／４を負担するもので、令和４年度の単価に基づき算定した上限額は、244,125千円（内訳：国 162,750千円、

市 81,375千円）になります。（下表参照）

市
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事業者
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81,375千円 81,375千円

国
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162,750千円

325,500千円

補助基準額

事業の実施に伴う財政支援

20％減額

工事中
1年目

～5年目
6年目 7年目 8年目 9年目 10年目～

軽減の期間

100％減額
80％減額

60％減額
40％減額

２ 市の独自支援

①施設整備に対する補助

補助額は、基準額超過分
と補助基準額合計の１／４
を比較し、低い額に
３／４を乗じた額とします。

②借入金の償還利子に対する補助

上記１に示した国庫補助における事業者負担額を上限として、金融機関等
からの借入により資金調達を行った場合、各年度の償還に係る利子相当額の
一部を、借入期間のうち供用開始から最大１０年間補助します。

③土砂搬出処分費に対する補助（令和５年度事業限定）

今回の整備地として指定する土地は、土壌汚染対策法に基づく形質変更
時要届出区域に指定されています。そのため、当該土地から土砂等を搬出
する場合は、汚染土として適切な処分を行う必要がありますので、当該費
用について、１０００万円を上限に補助します。

④土地賃貸料の軽減（令和５年度事業限定）

本事業は、市が指定する土地に認定こども園を整備していただきます。

1/4

A

AとBを比較し、低い方の3/4

補助額

補助基準額

B

超過分

上記１に示した国庫補助基準額を超える本体工事費及び設計料のほか、
外構工事費、遊具、机や椅子など国庫補助金の対象とならない経費の一部
を補助します。

土地については、
市と賃貸借契約を締
結することになりま
すが、この賃貸料に
ついて、以下のとお
り一定期間軽減しま
す。


